
 

 

第１０１期  中  間  決  算  公  告 
 
２０２２年１１月２５日 

大阪市北区茶屋町18番14号 
株式会社 池 田 泉 州 銀 行 
取締役頭取兼ＣＥＯ 鵜 川  淳 

 
中間貸借対照表（２０２２年９月３０日現在） 

（単位：百万円）  
科    目 金     額 科    目 金     額 

(資産の部)  (負債の部)  

現 金 預 け 金 817,730 預 金 5,624,951 

コ ー ル ロ ー ン 289 譲 渡 性 預 金 31,000 

買 入 金 銭 債 権 59 債券貸借取引受入担保金 41,014 

金 銭 の 信 託 15,061 借 用 金 206,633 

有 価 証 券 633,564 外 国 為 替 347 

貸 出 金 4,602,859 信 託 勘 定 借 1,143 

外 国 為 替 6,691 そ の 他 負 債 32,284 

そ の 他 資 産 34,236 未 払 法 人 税 等 835 

そ の 他 の 資 産 34,236 リ ー ス 債 務 9 

有 形 固 定 資 産 31,797 資 産 除 去 債 務 760 

無 形 固 定 資 産 3,866 そ の 他 の 負 債 30,678 

前 払 年 金 費 用 14,929 賞 与 引 当 金 1,727 

繰 延 税 金 資 産 6,952 役 員 賞 与 引 当 金 28 

支 払 承 諾 見 返 6,831 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 4 

貸 倒 引 当 金 △10,341 睡眠預金払戻損失引当金 219 

  ポ イ ン ト 引 当 金 33 

  偶 発 損 失 引 当 金 1,144 

  支 払 承 諾 6,831 

  負 債 の 部 合 計 5,947,365 

  (純資産の部)  

  資 本 金 61,385 

  資 本 剰 余 金 88,862 

    資 本 準 備 金 26,992 

  そ の 他 資 本 剰 余 金 61,869 

  利 益 剰 余 金 65,949 

  利 益 準 備 金 13,474 

  そ の 他 利 益 剰 余 金 52,475 

    繰 越 利 益 剰 余 金 52,475 

  株 主 資 本 合 計 216,197 

  その他有価証券評価差額金 896 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 68 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 965 

  純 資 産 の 部 合 計 217,162 

資 産 の 部 合 計 6,164,527 負債及び純資産の部合計 6,164,527 

 
  

 
 
    



 

 

中間損益計算書 ２０２２年４月 １日から  
２０２２年９月３０日まで 

  

 （単位：百万円） 

科           目 金            額 

経 常 収 益    36,898  

資 金 運 用 収 益  24,287    

(う ち 貸 出 金 利 息)  (19,707)   

(う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金)  (3,555)   

信 託 報 酬  14    

役 務 取 引 等 収 益  8,900    

そ の 他 業 務 収 益  1,082    

そ の 他 経 常 収 益  2,614    

経 常 費 用    28,880  

資 金 調 達 費 用  1,053    

(う ち 預 金 利 息)  (364)   

役 務 取 引 等 費 用  4,935    

そ の 他 業 務 費 用  2,397    

営 業 経 費  19,794    

そ の 他 経 常 費 用  698    

経 常 利 益    8,017  

特 別 利 益    12  

特 別 損 失    190  

税 引 前 中 間 純 利 益    7,839  

法人税、住民税及び事業税  518    

法 人 税 等 調 整 額  687    

法 人 税 等 合 計    1,205  

中 間 純 利 益    6,633  
      

 
  

   



 

 

個別注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価

法、その他有価証券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のな

い株式等については、移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。ただ

し、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外国通貨による時価の変動に係る

換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については為替差損益として処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価

証券の評価は、時価法により行っております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産除く） 

有形固定資産は、定額法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～50年 

その他  ２年～20年 

 (2) 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

 (3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

４．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保

の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を

総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見

込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去

の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しており、その金額は23,371百万円であります。 

 (2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当中間期に帰属する額を計上しております。 

  

  



 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、取締役等に対する業績連動型報酬の支払いに備えるため、取締役等に対する

賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。

また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法に

ついては給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理

方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用 ： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定額法

により損益処理 

数理計算上の差異 ： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年～

12年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から損益処

理 

 (5) 役員退職慰労引当金 
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち、当中間期末までに発生していると認められる額を計上しております。 
 (6) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。 
 (7) ポイント引当金 

ポイント引当金は、ポイントの将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを

金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を見積り、必要と認められる額を計上しており
ます。 

 (8) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能
性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
６．リース取引の処理方法 
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年４月１日前に開始する

事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

７．収益の計上方法 

顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

としております。また、顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で算出しております。 

８．株式配当金の認識基準 

 その他利益剰余金の処分による株式配当金（配当財産が金銭である場合に限る。）の認識基準につ

いては、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第 14号 

2019年７月４日)第94項に従い、下記のとおり計上しております。 

 （1）市場価格のある株式：各銘柄の配当落ち日（配当権利付き最終売買日の翌日）をもって、前回

の配当実績又は公表されている１株当たり予想配当額に基づいて、未収配

当金を見積り計上。 

 （2）市場価格のない株式：発行会社の株主総会、取締役会又はその他決定権限を有する機関におい

て行われた配当金に関する決議の効力が発生した日の後、通常要する期間

内に支払を受けるものについて、その支払を受けた日の属する事業年度に

計上。 
９．ヘッジ会計の方法 
 (1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品
会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第
24号 2022年３月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジに

よっております。 



 

 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ

る外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員
会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価
の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取

引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘ
ッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して
おります。 

１０．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  (1) グループ通算制度の適用 

 当行及び親会社並びに一部の連結子会社は法人税法（昭和40年法律第34号）に規定するグループ

通算制度を適用しております。 

(2) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 

   投資信託の解約損益の会計処理 

 投資信託の解約、償還に伴う損益は「有価証券利息配当金」にて処理しております。投資信託の

期中収益分配金等が全体で損となる場合は、その金額を「国債等債券償還損」に計上しております。 

 

会計方針の変更 

 （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用） 

  「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。

以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計

基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新

たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる中間財務諸表に与える影

響はありません。 

   

追加情報 

 （グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い） 

当行及び親会社並びに一部の連結子会社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通

算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び

開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務

対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。ま

た、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更に

よる影響はないものとみなしております。 

  



 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

１．関係会社の株式及び出資金総額 8,053百万円 

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債

に43,239百万円含まれております。 

３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。

なお、債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は

一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条

第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに

支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合の

その有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 2,098百万円 

危険債権額 41,361百万円 

要管理債権額 3,959百万円 

 三月以上延滞債権額 52百万円 

 貸出条件緩和債権額 3,906百万円 

小計額 47,419百万円 

正常債権額 4,589,787百万円 

合計額 4,637,207百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債
権であります。 
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

４．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより

受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保とい

う方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は8,455百万円であります。 

５．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本

公認会計士協会会計制度委員会報告第３号 平成26年11月28日）に基づいて、原債務者に対する貸出

金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額は、9,162百万円であります。 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

 有価証券 298,721百万円 

 貸出金 212,563百万円 

 その他の資産 96百万円 

担保資産に対応する債務 

 預金 3,500百万円 

 債券貸借取引受入担保金 41,014百万円 

 借用金 206,300百万円 

また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金20,000百万円、保証金3,663百万円及び金融商
品等差入担保金1,227百万円が含まれております。 



 

 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、720,433百万円であります。この

うち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が695,390百万円あ

ります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の

多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め

ている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 

８．有形固定資産の減価償却累計額      45,612百万円 

９．｢有価証券｣中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する

当行の保証債務の額は25,348百万円であります。 

10．元本補填契約のある信託の元本金額   1,143百万円 

11. 銀行法施行規則第19条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、

8.85％であります。 

 

(中間損益計算書関係) 

１．｢その他経常収益｣には、償却債権取立益229百万円、株式等売却益158百万円、金銭の信託運用益85

百万円、睡眠預金払戻損失引当金戻入益66百万円及び偶発損失引当金戻入益16百万円を含んでおりま

す。 

２．｢その他経常費用｣には、保証協会負担金204百万円、貸出金償却130百万円、株式等売却損37百万円

及び金銭の信託運用損14百万円を含んでおります。 

  

(有価証券関係) 

中間貸借対照表の「有価証券」を記載しております。 
  

１．満期保有目的の債券（2022年９月30日現在） 

  該当ありません。 

 

２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2022年９月30日現在） 

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものは該当ありません。 

なお、市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。 
  

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式 8,053 

関連法人等株式 0 

合計 8,053 

 

  



 

 

３．その他有価証券（2022年９月30日現在） 
  

 種類 中間貸借対照表 
計上額（百万円） 

取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

中間貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

株式 16,984 7,715 9,269 

債券 30,390 30,364 25 

 国債 9,993 9,985 7 

 地方債 5,825 5,825 0 

 短期社債 － － － 

 社債 14,571 14,553 18 

その他 36,435 31,417 5,018 

小 計 83,810 69,497 14,313 

中間貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

株式 2,658 3,006 △347 

債券 424,305 427,942 △3,637 

 国債 114,006 114,685 △679 

 地方債 113,266 114,061 △795 

 短期社債 － － － 

 社債 197,033 199,195 △2,162 

その他 103,390 112,446 △9,055 

小 計 530,354 543,395 △13,041 

合 計 614,164 612,892 1,271 

  

(注)上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額 
  

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式等 4,349 

組合出資金 6,997 

合計 11,346 
 

組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31

号 2021年６月17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

  

４．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有

価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると

認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を

当中間期の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当中間期における減損処理額はありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に比べて決算日前１カ月の市

場価格の平均等に基づく時価（以下、「月中平均時価」という。）が50％以上下落した場合、または、

月中平均時価が30％以上50％未満下落した場合においては、過去の一定期間における時価の推移並び

に当該発行会社の信用リスク等を勘案した基準により行っております。 

 

(金銭の信託関係) 

１．満期保有目的の金銭の信託（2022年９月30日現在） 

該当ありません。 

  

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年９月30日現在） 

該当ありません。 



 

 

 (税効果会計関係) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産   

 貸倒引当金 8,232 百万円 

 税務上の繰越欠損金(注２） 3,499  

有価証券評価損 2,811  

その他有価証券評価差額金 766  

 賞与引当金 528  

減価償却費 510  

 資産除去債務 232  

 未払事業税等 187  

 その他 2,422  

繰延税金資産小計 19,190  

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,196  

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △8,444  

評価性引当額小計(注１) △9,641  

繰延税金資産合計 9,549  

繰延税金負債   

 前払年金費用 △1,911  

 その他有価証券評価差額金 △518  

 未収配当金益金不算入 △69  

 繰延ヘッジ利益 △60  

 その他 △35  

繰延税金負債合計 △2,596  

繰延税金資産の純額 6,952 百万円 

  
（注１）評価性引当額が78百万円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係

る評価性引当額の減少によるものであります。 
（注２）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 
    当中間会計期間（2022年９月30日） 

 １年以内 
(百万円) 

１年超 
２年以内
(百万円)  

２年超 
３年以内 
(百万円) 

３年超 
４年以内 
(百万円) 

４年超 
５年以内 
(百万円) 

５年超 
(百万円)  

合計 
(百万円)  

税務上の繰越
欠損金（*１） ― ― 2,528 ― 57 913 3,499 

評価性引当額 ― ― △1,196 ― ― ― △1,196 

繰延税金資産 ― ― 1,331 ― 57 913 (*2)2,302 

 （*１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 
 （*２）税務上の繰越欠損金3,499百万円について、繰延税金資産2,302百万円を計上しております。

当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。 
  

 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 4,110円04銭

１株当たりの中間純利益金額 125円55銭

  

(重要な後発事象) 

該当ありません。 

 
  


